
瀬戸市女性活躍推進及び男女共同参画審議会傍聴要綱 

（趣旨） 

第１条 この要領は、瀬戸市女性活躍推進及び男女共同参画審議会規則（平成２８年瀬

戸市規則第１４号）第５条の規定に基づき瀬戸市女性活躍推進及び男女共同参画審議

の会議（以下「会議」という。）の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。 

（傍聴席の区分） 

第２条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席とする。 

２ 報道関係者席には、報道関係者が報道のために会議を傍聴しようとする場合に、あら  

かじめ会長に申し出て、その許可を得た者でなければ入ることができない。報道のため

に映像の撮影、音声等の録音をしようとする場合についても、あらかじめ会長の許可を

得なければならない。 

（傍聴の手続） 

第３条 会議を一般席で傍聴しようとする者は、傍聴の申込みをしなければならない。 

２ 前項の申込みは、住所及び氏名を記入した傍聴申込書を会長に提出して行わなければ

ならない。 

３ 前項の傍聴の申込みの受付は、当該会議の開始予定時刻の３０分前から開始し、開始

予定時刻の１０分前に締め切る。ただし、審議会委員が出席し公開される関連の行事が

この時間帯に行われる場合は、締め切りを延長することができる。 

４ 傍聴を希望する者の数が定員を上回る場合は、抽選により傍聴者を決する。 

（傍聴人の定員） 

第４条 一般席の傍聴人の定員は、１０人とする。ただし、会長は会議開催会場（以下「会

場」という）の都合により定員を変更することができる。 

（傍聴整理券） 

第５条 傍聴を認めた者に対しては、傍聴整理券を交付する。 

２ 傍聴人は、傍聴席に入るとき又は係員に提示を求められた場合は、傍聴整理券を提示

しなければならない。 

３ 傍聴人は、傍聴を終えて退場しようとするときは、傍聴整理券を返還しなければなら

ない。 

（傍聴席に入ることができない者） 

第６条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。 

(1) 凶器、棒、その他人に危害を加え又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者 

(2) 酒気を帯びていると認められる者 

(3) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、傘の類を持っている者 

(4) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持っている者 

(5) ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機、撮影機、パーソナルコ 

ンピュータの類を携帯している者（あらかじめ会長の許可を得た報道関係者を除く。） 



(6) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると 

認められる者 

（傍聴人の守るべき事項） 

第７条 傍聴人は、傍聴席においては、次の事項を守らなければならない。 

(1) 会議における言論に対し、批評を加え、又は拍手その他の方法により可否を表明しな 

いこと。 

(2) 携帯電話等無線機器については、使用できないよう電源を切ること。 

(3) 写真、映像、音声等を撮影又は録音しないこと。（あらかじめ会長の許可を得た報道関 

係者を除く。） 

(4) 静粛にすること。 

(5) はち巻、腕章の類をする等、示威的行為をしないこと。 

(6) 飲食又は喫煙をしないこと。 

(7) 不体裁な行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。 

(8) 前各号に定めるもののほか、会場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為を

しないこと。 

（傍聴人の退場） 

第８条 傍聴人は、会議を非公開とする議決があったときは、速やかに退場しなければな

らない。 

（係員の指示） 

第９条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。 

（違反に対する措置） 

第１０条 会長は、傍聴人がこの要綱に反するときはこれを制止し、その命令に従わない

ときはこれを退場させることができる。 

（雑則） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、会議の傍聴に関し必要な事項は、会長が定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 


